
権利としての社会福祉を守る全国の社会福祉法人のみなさん！ 分野と地域をこえて手をつなぎましょう！ 
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政府交渉は、要求を練り合わす、要求実現の場でもありますが、願いの切実さ、

それに対する政府対応を「知る」「まなぶ」機会、それによる共感の輪を広げる場

でもあります。（峰島） 

ぜひ多くの皆さまの交渉参加を呼びかけます。 
 今年の秋の政府交渉（社会福

祉事業）は 11月 25日(月)15:15

～17:15 です。この交渉は、11

月 24～25,27 日に行われる障全

協全国集会・中央行動の中に位

置づいています。 

全国会議は、この全国集会・

中央行動に連帯し、社会福祉事

業の政府交渉を共同で担当して

います。 

ご理解をいただき、集会申込

のうえ政府交渉に多数ご参加く

ださい。 

※全国会議会員の皆様の参加費は会

員扱いとなります。 

 

申込みフォーム 
https://forms.gle/Qb692dXvTg
LT6JBJ9 
申込締切日：２０２４年１１月１８

日（月）（集会冊子の郵送保障日） 

（申込みは集会２日前１１月２２日

まで受付けますが、１８日の締切日

を過ぎると集会冊子の郵送が間に合

わないのでご注意ください。） 

社福経営 INFO№89～92 を政府交渉に向けて「報酬改定の検証」シ

リーズ（障害・介護・保育・障害相談）を順次発行中。要望項目の理

解のためにぜひお読みください。（ 12 月 末 ま で 購 読 可 ）

https://drive.google.com/drive/folders/1W2CxhE3XWWfRqziJ3d_tCbtrM2PH

zKeV?usp=drive_link 

https://www.f-zenkoku.net/
https://forms.gle/Qb692dXvTgLT6JBJ9
https://forms.gle/Qb692dXvTgLT6JBJ9
https://drive.google.com/drive/folders/1W2CxhE3XWWfRqziJ3d_tCbtrM2PHzKeV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1W2CxhE3XWWfRqziJ3d_tCbtrM2PHzKeV?usp=drive_link
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社会福祉事業に関する要望書 

 
 日頃より社会福祉事業の発展にご尽力いただき、誠にあり
がとうございます。 
 ５年にわたるコロナ禍において、社会福祉事業は社会と経
済をささえる土台としてその使命をはたしてきました。そう
した中で、さらなる高齢、障害、保育などの施設・事業の量
的質的な充実が求められています。 
 しかし、福祉職員の低賃金などきびしい労働環境もあり、
福祉の担い手不足は事業を維持するうえで緊急の課題となっ
ています。さらに社会福祉法人の約４割が赤字決算（2022年
度）になるなど経営の悪化も増大しています。また子ども子
育て支援にかかわる社会保障の歳出改革や支援金の社会保険
への上乗せ等は、実質的に国民負担を増やし福祉サービス抑
制につながるものと危惧します。 
 こうした状況下で実施された介護・障害の2024報酬改定
は、訪問介護のマイナス改定に見られるように、きびしい福
祉経営を維持するには不十分で、過去最多の勢いで倒産する
事業所が増加しています。 
 憲法25条にもとづく国民の権利としての社会福祉を守り、
支援を必要としている人たちの基本的人権を守るために、そ
して社会福祉法人の公益性・非営利性を確保するために、以
下の項目について早急に具体化していただくよう要望しま
す。 
 

要 望 項 目 
 
【介護】 
１．新型コロナ対策について 
（１）新型コロナウイルス感染症は、いまも高齢者・障害者
にとって命に関わる病気です。高齢者施設等感染対策向上加
算が新設されましたが、感染対策にかかる、いわゆる「かか
りまし」の経費は今なお、事業所にとって必要です。何らか
の補助を行ってください。また、感染拡大予防のため、福祉
施設等に抗原定性検査キットを配布してください。 
（２）新型コロナウイルス感染症罹患者の施設内療養では、
急変時の対応に困難が伴い、職員の罹患・休業による勤務体
制もひっ迫します。各施設と医療機関の連携任せにせず、罹
患した要介護高齢者が人的・空間的環境対策をとって療養で
きる医療施設の確保を行ってください。 
（３）新型コロナ感染や感染の回避に関わって自宅等で行わ
れる支援の報酬について、施設・事業の休業と自宅訪問を
「一定の要件」にしたことを見直し、利用者や現場の判断を
尊重できる方法に改めてください。当面、一定の要件を設け
る前の基準に戻してください。 
 
【介護・障害・保育共通】 
２．保育・介護・障害福祉で働く職員の賃上げが可能となる
よう、基本報酬の大幅増額などの臨時改定や公定価格の引き
上げを行って下さい。 
（１）保育・介護・障害福祉の職員不足がますます深刻化す
る中、事業の継続さえ危ぶまれる状況が拡がっており、利用
者が必要とするサービスを提供できない状況が生じていま
す。 
 厚生労働省・こども家庭庁として職員不足の現状をどう認
識されているのか、また、どのような対策を行おうとされて
いるのか説明して下さい。 
（２）2024年報酬改定・公定価格の処遇改善水準では、他産
業の賃上げには追い付かず、賃金格差がさらに拡がっていま
す。 
 保育・介護・障害福祉で働く職員の賃金水準を少なくとも
全産業平均賃金に引き上げるため、加算ではなく介護・障害
福祉の基本報酬や保育の人件費単価を引き上げて下さい。 
（３）保育では人事院勧告が人件費に反映されますが、介
護・障害福祉の報酬改定は3年に1度のため、毎年引き上げら
れている最低賃金や物価動向などに対応していません。改定
までの物価高騰や最低賃金引上げへの対応が事業所負担とな
らないよう報酬改定の仕組みを見直して下さい。 
（４）加算頼みではなく、基本報酬で安定した事業運営とサ
ービス提供が可能となる報酬体系に見直して下さい。 
 内閣府に設置された障がい者制度改革推進会議において取
りまとめられた「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉
部会の提言（2011年8月30日）」（以下、「骨格提言」）では、 
○ 報酬の支払い方式に関して、施設系支援にかかる場合と在
宅系支援にかかる場合に大別する。  
○ 施設系支援にかかる報酬については、「利用者個別給付報
酬」(利用者への個別支援に関する費用)と「事業運営報酬」
(人件費・固定経費・一般管理費)に大別する。前者を原則日
払いとし、後者を原則月払いとする。  

○ 在宅系支援にかかる報酬については、時間割り報酬とす
る。 
○ すべての報酬体系において基本報酬だけで安定経営ができ
る報酬体系とする。 
とされています。 
 厚生労働省として「骨格提言」をどのように位置づけてい
るのか、また「骨格提言」が求める報酬の支払い方式をどの
ように実現しようとしているのか教えて下さい。 
（５）2024年度報酬改定では、40％もの訪問介護事業が赤字
の実態がありながら、平均収支差額が高いことを根拠に報酬
の引き下げが行われました。平均収支差額を根拠にする方法
を改める必要があると思いますが、厚労省のお考えをお聞か
せください。 
（６）訪問介護は、有効求人倍率が14～15倍と、異常な高さ
が続いており、そこで働く職員の37.6％が60歳以上であるな
ど、事業継続の危機のさ中、報酬が引き下げられました。介
護事業所の倒産件数の中でもトップであり、調査の度過去最
高となっています。 
 国は「訪問介護事業への支援強化パッケージ」を令和7年度
の概算要求であげていますが、その内容では不十分です。今
すぐ2024年改定以前の基本報酬に戻し、2024年度報酬引き下
げによる減収分を公費で補填してください。 
（７）福祉で働く職員の処遇改善を図るため、退職金共済制
度を維持・発展させ、障害・高齢種別で働く職員にも拡充し
てください。 
 
３．社会福祉施設整備補助について 
 社会福祉施設整備の負担割合は国（1/2）、自治体（1/4）、
法人（1/4）とされていますが、現実的にはこの割合に程遠い
ものとなっています。施設整備補助を引き上げてください。
国庫補助協議に県・市などが条件を付け、断念するケースが
増えています。やめさせてください。 
 
４．障害者相談支援事業について 
 障害者相談支援事業は、基本相談以外にも虐待防止や権利
擁護も担う総合的な相談窓口であり、社会福祉事業に位置付
けられている他の相談支援事業や非課税扱いとされている地
域包括支援センターなどと同じく重要な役割を担っていま
す。 
 障害者相談支援事業を社会福祉法上の第二種社会福祉事業
として位置づけるなど、非課税扱いとして下さい。 
 
【保育】 
５．こども誰でも通園制度（以下本制度と略）について 
（１）子育て不安を抱えている人は本制度ではなく保育所に
入所出来るようにしてください。 
（２）一時預かり事業を「一時保育事業」として拡充してく
ださい。 
（３）本制度利用にあたっては保健所、児童相談所等に繫げ
る機能が確保されるよう、自治体が利用を掌握できるしくみ
とし、保育事故やトラブルが生じた場合も、自治体が関与す
る仕組みを作ってください。 
（４）本制度利用にあたっては、事前の面談とならし保育を
義務付けてください。 
（５）常勤保育士の複数配置と専用室での保育を本制度の条
件とし、それが出来る給付費額としてください。 
（６）乳児保育の実績のない事業者を本制度の事業者として
確認しないこととし、実施事業者には定期的に監査を実施し
てください。 
 
６．保育所職員配置基準の改善と処遇改善について 
（１）現行の配置基準の2倍程度に改善してください。とりわ
け1歳児の配置基準改善を早急に実現してください。 
（２）公定価格の非常勤職員配置経費に最低賃金を反映させ
てください。 
（３）事務員及び看護師を配置してください。 
 
７．定員割れ対策及び年度途中入所対策について 
 年度当初に定員割れしても、年度途中に入所してくる児童
を受入れるため、年度当初から配置している職員の人件費が
保障される仕組みにしてください。 
 
８．「幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査」につ
いて 
 「幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査」の目
的を明らかにし、その結果を公開するとともに、営利法人と
非営利法人を区別して分析してください。 
 

以上 
 


